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01
取り組み事例

参考としたのは、「いきいき働く医療機関サポートWeb（https://iryou-kinmukankyou.

mhlw.go.jp /）の「取り組み事例・提案の紹介」に掲載されている事例です。
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02
改善に向けた取り組み方

主 要 な 市 場 洞 察• なぜ問題が発生しているのか、その原因を追求する必要があります。

• 問題に対して原因を掘り下げていきます。（派生がいくつ増えても構いませ
ん。）

• 個人のミスや属人的な原因として片付けないで下さい。（もし属人化が原因で
あれば、なぜ属人化してしまったのかを考えます。）
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03
医師の面接指導

• 医師の健康確保のため、適切に面接指導を行う必要があります。

• 今回は面接指導のポイントと、副業・兼業時の注意点について解説します。
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「追加的健康確保措置」の一つ

医師に対する面接指導とは
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①連続勤務時間制限・勤務間インターバル
（A水準は努力義務、B・C水準は義務）

②面接指導と就業上の措置
（時間外・休日労働時間数が月100時間以上にな
ることが見込まれる医師に対して、水準に関係な
く必要）



水準に関係なく時間外・休日労働時間数が月に
100時間以上となる前。

（Ａ水準の場合、疲労の蓄積が認められない場合
は、100時間以上となった後遅滞なくでも可
能。）

いつ実施するのか
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出典 厚生労働省 医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイドライン

具体的な実施時期について
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ア 面接指導対象医師の勤務の状況

イ 当該面接指導対象医師の睡眠の状況

ウ 当該面接指導対象医師の疲労の蓄積の状況

エ イ及びウに掲げるもののほか、当該面接指導
対象 医師の心身の状況

オ 面接指導を受ける意思の有無

ア～オを面接指導実施医師に情報提供する

(「長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュア
ル」87頁の「自己診断チェックリスト」を活用)

「管理者」からの「面接指導実施医師」への情報提供
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ア 勤務の状況

（労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか）

イ 睡眠の状況

（睡眠評価表等により確認）

ウ 疲労の蓄積の状況

（自己診断チェックリスト等により確認）

エ 心身の状況

「面接指導実施医師」は何を確認するのか
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面接指導実施医師は、

•面接指導結果とそれに対する意見

•本人への指導内容と管理者への意見

•署名等を記載した書面

を作成する。

面接指導実施後
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面接指導結果及び意見書

40
出典 厚生労働省ホームページ 「長時間労働医師への健康確保措置に関するマニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001214392.pdf



面接指導実施結果及び意見書作成後の流れ
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•遅滞なく面接指導を行った医師の意見を聴く。

•必要と認める場合には、労働時間の短縮、宿直回数の減
少その他の適切な措置を実施。（労基則第69条の3第2
項）

•時間外・休日労働時間数が155時間を超える場合は、遅
滞なく上記の必要な措置を講じる必要がある。

•管理者は面接指導の結果の記録を5年間保存しておく。

実施した結果、「管理者」は何を行うのか
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•面接指導を実施しなかった場合は医療法違反となる。

•面接指導を実施せずに月100時間以上の時間外・休日労
働時間をさせた場合は、労働基準法違反となる。

実施できなかった場合は
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1. 「100時間以上となることが見込まれる」には、副
業・兼業先の労働時間も含まれる。

2. 副業・兼業している医師の面接指導は、勤務する全て
の医療機関で行う必要がある。（ある医療機関で実施
した面接指導の結果を証明する書類が、他の勤務先の
医療機関に提出されれば、改めて実施する必要はな
い。）

この場合、面接指導を実施する医療機関は、医師と医
療機関で相談して決定する。

副業・兼業時の注意点
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出典 厚生労働省ホームページ「医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド」 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128589.pdf



•面接指導は、時間外・休日労働時間数が月100時間に達
するまでの間に実施する必要がある。

•日々の時間の管理（副業・兼業を含む）を行わなければ、
「100時間に達する前」に実施することは難しい。

•実務上は、100時間に達する前の段階で、一律に実施す
ることとなるのでは。

副業・兼業時の時間管理
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04
長崎働き方改革推進支援センターについて（ご案内）
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